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研究成果の概要（和文）：仮想の排出権取引市場を作り、そこで罰金や違反者名の公開等の罰則を設定し、それらが市
場参加者のルール順守行動にどのような影響を与えるかを経済実験の手法を用いて検証した。計12回の経済実験を実施
した。たとえ少額であっても罰金が最もコンプライアンスを高めることが確認され、次いで金銭的な影響はないものの
違反者名を公表することも違反抑制に有用であることが確認された。一方で、間接的な情報となる違反者IDの公表は、
違反を抑制することができたものの、大きな違反をする参加者を増加させるという、違反誘発効果があることも確認さ
れた。そのため、違反抑制として名前等の情報公開を用いることは注意が必要となる。

研究成果の概要（英文）：Conducting 12 laboratory experiments on emission trading scheme, we examine the 
effects of fine and public announcement of violators' names on participants' compliance behaviors. The 
results show that even small fine has strongest effect against violation. The public announcement of name 
is also found to be significant measure to enhance compliance behavior. However, public announcement of 
IDs, indirect identical information, has bipolar effects, suppress and promote small and large 
violations, respectively.These results suggest that it is important for authorities to understand the 
content of public announcement when intending to suppress violations.

研究分野： 環境経済学
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１．研究開始当初の背景 
 

環境にかかわる権利を売買する新しい金融
取引市場が構築されている。例えば、温室効
果ガスや大気汚染物質の排出権取引があげ
られる。こうした市場では適切な制度設計が
成されない限りは、市場の機能が有効に働か
ず、環境保全も担保できないことが知られて
いる。 
市場の参加者が市場ルールを遵守するか

どうかについては大きな疑問がある。そのた
め、ルール遵守を促すための制度設計が必要
不可欠となり、多くの市場では罰則が設けら
れている。 
 先行研究では罰金は少額でも大きな違反
抑制効果があることを指摘している(Feld 
and Frey, 2007)。このことは、コンプライア
ンス行動に対して金銭的な影響だけではな
く、心理的な要因も多分に影響することを示
唆している。実際に、交友関係(Wakolbinger 
and Haigner, 2009)や社会規範(Teraji, 2013)
や政府に対する信頼度 (Kaplanoglou and 
Rapanos, 2015)などといった心理的要因が
影響することが指摘されている。 
 
２．研究の目的 
  
本研究では違反者公開制度に注目し、そのコ
ンプライアンス行動への影響を実験経済学
の手法を用いて定量的に評価する。違反者を
公開することは、非違反者にとってはルール
を守ろうという心理的インセンティブを与
えると考えられる。なぜなら、人々は違反を
してしまうと、自分が違反者であると他の人
から思われてしまうという『恥』を回避した
いと考えるからである。そのため、違反者公
開制度は違反抑制制度として用いられてい
る。しかしながら、違反者公開制度自体を経
済学的にその有用性を検証している研究は
知る限り存在しない。 
 ただし、違反者公開制度自体は違反を誘発
する効果を持つかもしれない。なぜなら、違
反をしようとは考えていない人が、他の人が
違反をするのを見て、「私も違反をしても良
い」と考えるようになるかもしれないからで
ある。あるいは、他の違反者に同調する
(Cialdini et al, 1990)ことで、違反をするよう
になる可能性もある。そのため、違反者公
開は必ずしも違反抑制に有効ではないかも
しれない。そのため、本研究の目的である違
反者公開制度の影響を把握することは実務
的にも学術的にも大きな意義があるもので
ある。 
 違反者公開制度としては、2 つを想定して
分析を行う。1 つは違反者の氏名を公表する
制度であり、もう 1 つは違反者の ID を公表
するものである。ID とは実験中に被験者一人
ひとりに割り振られる番号であるため、氏名
も ID も特定の人物を示す情報である。 
  

 本研究では 2つの違反者公開制度のコンプ
ライアンス行動への影響を把握するが、既存
研究と同様に、罰金の影響も同時に把握する。 
 
３．研究の方法 
 
本研究の検証の流れは以下の通りである。実
際に被験者を募集し、コンピュータネットワ
ーク上に作成した排出権取引の仮想市場に
参加してもらう。その際、取引に 1つのルー
ルを課し、そのルールを被験者がどの程度守
るかを観察する。実験は複数回実施し、実験
毎に用いる罰則を変える。そして、それらの
実験結果を分析することで、2 つの違反者公
開制度と罰金の違反抑制効果を評価する。 
 実験は 6種類の設定のもとでそれぞれ 2回
ずつ、計 12 回実施した。設定は、C:罰則無
し、AI：違反者 ID 公開あり、AN：違反者氏
名公開あり、F：罰金あり、F+AI:罰金と違反
者 ID 公開あり、F+AN:罰金と違反者氏名公開
ありの 6種類である。これらの経済実験は高
崎経済大学のコンピュータルームで経済実
験用ソフトウェア Z-tree(Fischbacher, 2007)
を用いて行った。実験 1 回毎に 20 名の被験
者（計 240 名）を人材派遣会社より派遣し
てもらい、実験に参加してもらった。各実
験は 10 ラウンドで構成される。実験を開始
するまえに、被験者には実験内容の説明を
おおよそ 1 時間かけて行い、実験の内容の
理解を深めてもらった。また、本実験に移
る前に、コンピュータ上での取引練習も行
ってもらった。 各ラウンドは 2フェーズで
構成されている。①排出権取引フェーズ、②
報告フェーズである。 
 コンピュータルームでは、各被験者のコン
ピュータは仕切りで区切っており、互いに顔
が見えない状況としているが、各被験者割り
振った ID と座席の対応表をスクリーンに常
に映した。また、被験者は人材派遣会社から
派遣してもらっているために、互いを知らな
い状況である。そのため、違反者の ID や名
前を公表したとしても、それが誰であるかは
誰もわからない設定となっている。 
 各ラウンド開始時に、被験者には仮想ク
ーポン、製品と仮想通貨の 3 つをランダム
に配布した。そして、ラウンド終了時に被
験者には、仮想クーポンと製品の数の合計
値が 10 とならなければならないというル
ールを課している。実験では環境に対する
フレーミング効果を避けるために、明示的
に排出量取引という言葉の使用は避けた。
したがって、実験での仮想クーポンがいわ
ゆる排出権、製品が温室効果ガスを指すこ
とになる。 
 排出量取引フェーズではコンピュータ上
で、仮想通貨を用いて仮想クーポンを取引し
てもらう。仮想クーポンを他人に売って仮想
通貨を獲得する、あるいは仮想クーポンと他
人から仮想通貨を用いて購入するダブルオ
ークションの設定とした。そして、被験者の



実際の報酬は実験で獲得した仮想通貨の総
量に応じて支払われるため、被験者は上手に
取引を行うことでより多くの報酬が得られ
るようになっている。この排出量取引フェー
ズは 2分間となっている。 
 次の報告フェーズでは、排出量取引フェー
ズでの結果を受けて、製品をどれだけ作成す
るかを決定するフェーズとなる。仮に取引の
結果、仮想クーポンを 3つ保有している被験
者が上記のルールを守ることを考えた場合、
このフェーズで製品を7つ作成しなければな
らない。ただし、必ずしも 7つ作成する必要
はなく、1 つのみの作成（合計値が 4）とす
ることもできる。 
 報告フェーズが終わった後に、実験監督者
は一定の確率で被験者がルールを順守して
いるかどうかを監査する。その際に、ルール
を破っている被験者がいた場合、該当する罰
則（罰金あるいは違反者公開）が課せられる
ことになる。したがって、設定 Cでは罰則が
存在しないため、ルールを破ることでより多
くの仮想通貨、報酬を獲得できるという設定
となっている。また、罰金額も低く設定して
いるため、ルールを破り、罰金を支払うほう
が得になる設定にしている。つまり、被験者
は常にルールを破ったほうが得をする実験
となっている。 
 
４．研究成果 
 
12 回の実験、計 120 ラウンドの違反行動を観
察し、分析した結果、罰則設定のない設定 C
では、約 53％の被験者がルールを破っている
ことが確認された。実験の設定上、ルールは
破ったほうがより得をするため、約 47%もの
違反抑制効果が「ルールは守るべきものであ
る」というような社会規範によって持たされ
ていることが明らかになった。この抑制効果
は非常に大きいため、（ありきたりではある
ものの）違反はすべきではないというような
倫理教育や広告は非常に重要な政策である
といえる。 
 次に違反抑制効果が大きかったものが、罰
金であった。罰金のみが科されている設定 F
では約 20％の被験者がルールを破っていた。
設定 Cと Fを比較すると、罰金の違反抑制効
果は約 33%あることになる。したがって、先
行研究と同様に、少額の罰金であったとして
も、その違反抑制効果は大きいといえる。こ
れは、人々が「罰金は払いたくない」という
ような罰金にかかわるフレーミング効果が
影響した結果であると推察される。 
 違反者の名前を公表することも大きな違
反抑制効果が確認された。設定 C と設定 AN
を比較すると、罰金とほぼ同様の約 33％の違
反抑制効果が確認された。先験的には、違反
者氏名の公開は違反を誘発する可能性もあ
ったが、実験の結果では違反を抑制すること
が確認された。 
 一方で、違反者の ID の公開は大きな違反

抑制効果が見られなかった。設定 Cと設定 AI
との単純比較では、その違反抑制効果は約 7%
程度となっており、他の 2つの罰則と比較す
ると小さな影響となった。 
 ただし、違反者 ID の公開は程度の大きい
違反を誘発していることが確認された。本実
験では最大で 10 の違反をすることができる
（仮想クーポンと製品の合計を 10 としてい
るため、仮想クーポンを全て売却し、製品を
作らない場合は、違反の程度が 10 となる）。
そこで、設定ごとの違反の程度の人数分布を
示したものが下表である。設定 C と設定 AI
の比べると、違反の程度が大きい（7 以上）
人が設定 AI の下では大きく増えていること
がわかる。したがって、違反者 ID のような
より間接的な情報ではかえって大きな違反
を誘発する可能性が示された。 

 
 実験を通じて明らかになったこれらの結
果は、違反抑制のための政策立案に対して重
要な含意を持つ。第 1に、社会規範を高める
ような政策が重要となる。第 2に、たとえ少
額であっても、罰金を設定すべきである。第
3 に、罰金の導入が困難な場合は、氏名のよ
うなより個人特定が可能と感じられるよう
な情報開示が違反抑制に有用である。第4に、
違反者 ID のような間接的な、違反者が特定
されていると感じられないような不十分な
情報開示はかえって大きな違反を招いてし
まいかねない。ただし、違反者公開について
は氏名の場合でも ID の場合でも、プライバ
シーとの兼ね合いもあるため、その導入には
法的困難な伴う可能性もある点に注意が必
要となる。 
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違反の
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2 9.5% 6.0% 3.3% 5.0%
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9 0.8% 3.8% 0.0% 1.0%
10 6.0% 4.3% 1.0% 0.5%
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